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特 約 事 項 
 

 

１ 部分払の回数の限度 

  部分払の回数は、次の基準を超えないものとする。ただし、請求は月１回を超えることがで

きない。 

  なお、複数年度にわたる工事については、次表の「請負金額」を「各年度の出来高予定額」

と読み替えるものとする。 

請 負 金 額 部分払の回数 

１，０００万円未満 １回 

１，０００万円以上５、０００万円未満 ２回 

５，０００万円以上１億円未満 ３回 

１億円以上 ４回 

 

２ 中間前金払及び部分払の取扱い 

 中間前金払の対象となる工事における中間前金払と部分払の選択は、受注者が行うものとし、

その併用は次のとおりとする。 

(1) 受注者は、中間前金払の請求を行った後も部分払の請求をできるものとする。この場合に

は、令和８年度広島県警察交番・駐在所整備事業に係る建設工事請負契約約款（設計施工一

括発注方式）（以下、「約款」という。）第４５条第６項の部分払金の額の算定式の前払金額

に中間前払金額を含む（当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、約款第４６条第

２項の部分払金の額の算定式の当該会計年度前払金額に当該会計年度中間前払金額を含

む。）ものとする。 

(2) 受注者は、部分払の請求を行ったときは、さらに中間前金払の請求をすることはできない

ものとする。この場合には、当該契約において、約款第４２条第３項及び第４項は適用しな

い。 

   ただし、当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、翌会計年度以降の出来高予定

額に対する中間前金払については請求することができる。 

(3) その他中間前金払に関することについては、広島県建設工事請負代金中間前払金制度事務

取扱要綱の規定によるものとする。 

 

３ 請負代金内訳書及び工程表の提出 

 契約約款第３条に規定する請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）及び工程表を作成し、

発注者に提出しなければならない。 

提出された請負代金内訳書に記載された法定福利費の額が、発注者の定めた基準額を下回る

場合、受注者は法定福利費の算出根拠を提出しなければならない。 

また、請負代金内訳書には、約款第３条第２項に規定する法定福利費のほか、労務費を明示

すること。 

 

４ 社会保険の加入に関する下請指導 

  受注者は、この工事を施工するために下請契約を締結する場合は、国が定める「社会保険の

加入に関する下請指導ガイドライン」に従うものとする。 
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５ 施工体制台帳 

  受注者は、この工事を施工するために下請契約を締結したときは、施工体制台帳を作成し、

工事現場に備えるとともに、その写しを工事中情報共有システムにより監督職員に提出しなけ

ればならない。また、施工体制台帳の内容に変更を生じた場合は、その都度変更した施工体制

台帳の写しを工事中情報共有システムにより発注者に提出しなければならない。 

 

６ 施工体系図の作成 

  受注者は、この工事を施工するために下請契約を締結したときは、特定建設業の許可の有無

にかかわらず、また、当該下請契約の請負代金の額の多寡にかかわらず、遅滞なく建設業法施

行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第１４条の６の例によって各下請負人の施工の分担関

係を表示した施工体系図を作成し、その写しを工事中情報共有システムにより発注者に提出し

なければならない。 

  また、施工体系図の内容に変更を生じた場合は、その都度変更した施工体系図の写しを工事

中情報共有システムにより発注者に提出しなければならない。 

 

７ 現場代理人、主任技術者等の通知 

 現場代理人、主任技術者、監理技術者、連絡員及び管理技術者を定めて配置するときは、現

場代理人及び主任技術者等指名届（約款第１４条関係）等を契約締結後１４日以内に提出する

こと。 

 

８ 建設業退職金共済制度における共済証紙の購入 

 受注者は、この工事（当分の間、請負代金額が３００万円以上の工事に限る。）に係る建設業

退職金共済制度における共済証紙（以下「共済証紙」という。）を購入した場合（工事請負契約

の変更等により追加した場合を含む。）は、その購入状況を契約締結後１か月以内（電子申請方

式においては契約締結後40日以内）に発注者に書面（電子申請方式の場合は電子申請による）

で報告するものとする。この報告に当たっては、共済証紙を販売する金融機関が発行する発注

者用掛金収納書を添付するものとする。 

  共済証紙を購入しなかった場合（工事請負契約額の増額変更等があったときに共済証紙の追

加購入をしなかった場合を含む。）には、その理由を書面により発注者に報告するものとする。 

  受注者は、工事完成時には建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表を作成し、発注者に提

出するものとする。 

 

９ 暴力団等からの不当要求等の排除 

(1) 請負契約を締結した営業所に、極力、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第１４条第１項に規定される不当要求による被害を防止するために必

要な責任者を配置するとともに、同条第２項に規定される講習（以下「講習」という。）を

受講し、その修了書の写しを速やかに提出すること。（既に講習を受講している場合は、直

近の受講修了書の写しを速やかに提出すること。） 

(2) 暴力団等から不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、その
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旨を直ちに発注者に報告し、所轄の警察署に届け出ること。 

(3) 発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じること。 

(4) 排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工

程に関する協議を行うこと。 

(5) 発注者と工程に関する協議を行った結果、工期に遅れが生じると認められた場合は、約款

第２９条の規定により、発注者に工期延長の請求を行うこと。 

(6) 暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに報告し、被害届を速や  

かに所轄の警察署に提出すること。 

(7) 当該被害により、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工程に関する協議を  

行うこと。その結果、工期に遅れが生じると認められた場合は、約款第２９条の規定により、  

発注者に工期延長の請求を行うこと。この請求には被害届受理証明書を添付すること。 

 

10 下請負及び契約の制限 

(1) 受注者は、この工事の全部又は一部を次のいずれかに該当する者に請負わせてはならない。 

 ア 建設業者等指名除外要綱（以下「指名除外要綱」という。）により指名除外された者で、

その指名除外の期間が経過しない者（指名除外要綱別表第18号（営業不振）によるもので、

知事が認める者は除く。） 

 イ 県発注工事における下請負の制限基準により下請制限された者で、その下請制限の期間

が経過しない者 

 ウ 県発注工事等における暴力団排除のための契約制限要綱により契約制限された者で、そ

の契約制限の期間が経過しない者 

 エ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第１項、第２項若しくは第４項の規定

に基づく指示又は同条第３項若しくは第５項の規定に基づく営業停止の処分を受けたこと

若しくは同法第２９条の規定に基づく許可の取消しの処分を受けたこと若しくは広島県建

設工事入札参加資格の取消処分を受けたことにより下請負から除外された者で、その除外

期間が経過していない者 

(2) 受注者は、工事の資材又は原材料の購入契約その他の契約について、(1)ウに該当する者

を契約の相手方としてはならない。 

(3) 受注者は、この工事に関する下請業者が、(1)アからエに該当する者に工事の一部を請負

わせること又は(1)ウに該当する者を原材料の購入契約その他の契約の相手方とすることを

認めてはならない。 

 

11 施工体制等の確認及び工事完成後調査 

  受注者は、建設工事執行規則（平成８年広島県規則第３９号）第７条の２の規定により調査

基準価格を定めた工事において調査基準価格を下回る価格で契約した場合は、建設工事におけ

る低入札価格調査制度事務取扱要綱（平成８年１月１日施行）第１０条による「低価格入札者

と契約する場合の措置」に応じなければならない。 

 

12 立入調査の実施 

  発注者は、受注者が工事の施工に当たり遵守しなければならない法令上の義務が適正に履行
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 されているかの立入調査を行うことができる。 

 

13 設計受託者の変更について 

設計受託者の倒産等やむを得ない理由により業務の履行が不可能と発注者が認めた場合を除

き、設計受託者の変更は認めない。なお、発注者が認めない変更を行った場合、契約を解除す

ることができる。ただし、設計受託者は入札において指定したものとする。 

 

14 部分引渡しについて 

約款第４６条第１項の工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分につい

ては、原則として、工事現場単位とすることとし、技術提案の内容を踏まえ、協議し決定する

ものとする。 

 


